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0820010

小学校の空き
教室における
コールセンター
の設置

-

学校教育に支
障のない範囲
において、余裕
教室等を公共
のために使用
することは、地
方公共団体の
判断により可
能である。

D-1
E

-

　余裕教室（空き教室）の活用
について、公立学校施設はその
学校の設置者である地方公共
団体の所有する財産であるの
で、その財産をどのように活用
するかは、一義的には地方公
共団体において判断されること
と考えております。
　よって、学校教育に支障のな
い範囲内において、余裕教室
（空き教室）を公共のために使
用することは、地方公共団体の
判断により可能でありますの
で、先ずは該当する学校を所管
する地方公共団体に問い合わ
せていただくことがよろしいかと
思います。その他に考えられて
いる支援措置がありましたら何
なりと相談してください。

1184 11842010
”おたっしゃコール”で挑
む、地域ぐるみのまちづ
くり支援構想

”おたっしゃコール”、これは、定
時自動発信機能を備えた電話機
を軸にして、毎日定時に、コール
センターで人対人の会話を通し
て、高齢者の安否確認や健康状
態の把握などのサービスを提供
する事業の総称で、ＮＰＯ法人デ
イコールサービス協会が手がけ
ているが、単に個々の高齢者を
対象にしたサービスに留まらず、
地域ぐるみの高齢者支援に発展
する可能性が見えてきた。この人
対人が会話する受信側のコール
センターを小学校の空き教室に
設置し、地域の町内会や老人
会、民生委員やボランティアらが
参加、コールを受けることになれ
ば、空き教室は、地域による見守
りの拠点となるばかりでなく、参
加者らの交流、特に世代間交流
を促す場となり、地域のコミュニ
ティを育てるきっかけにもなる。小
学校の空き教室にコールセン
ターが設置できるよう支援措置を
提案お願いする。

自治体や警備
会社の緊急通
報システム
は、高齢者の
安否確認や身
体のケアに関
しては全く無力
です。
″おたっしゃ
コール〝と比
較するため、
堺市の赤坂台
で試験稼動を
３月から行って
いる。
二学期が始ま
る９月から、小
学校の空き教
室を活用して、
モデリング事
業が実施でき
るよう支援措
置を提案して
いる。

”おたっしゃコール”は、本
来、人間同士の会話が基本
となっているコミュニケーショ
ンを再生し、人間と情報が行
き交う仕掛けを作ることに
よって、地域の活性化と安
心･安全なまちづくりができる
ので提案した。

タイガー警備保
障株式会社

″おたっしゃコール
〝　で挑む、地域ぐ
るみのまちづくり支
援構想

0820020

廃校校舎等施
設の民間事業
者等有償貸付
け時の「補助金
で整備された
公立学校の廃
校校舎等の転
用の弾力化」の
支援

補助金等
に係る予
算の執行
の適正化
に関する
法律

（財産の処分
の制限）
第22条　補助
事業者等は、
補助事業等に
より取得し、又
は効用の増加
した政令で定
める財産を、各
省各庁の長の
承認を受けな
いで、補助金
等の交付の目
的に反して使
用し、譲渡し、
交換し、貸し付
け、又は担保
に供してはなら
ない。ただし、
政令で定める
場合は、この限
りでない。

C -

　国庫補助を受けて整備した学
校施設を有償により処分する場
合、その得られる対価には国庫
補助相当分が含まれることとな
り、それを当該地方公共団体に
すべて帰属させておくことは不
当な収入を与えることとなりま
す。よって、有償貸付けにより地
方公共団体に収益が生じる場
合には、国庫納付金を徴収する
ことにより、補助金の適正な執
行を図っておりますことをご理
解ください。なお、個別具体の
財産処分手続については、何
かアドバイスできることがあるか
もしれませんので、何なりと相
談してください。

1207 12072010

廃校校舎等施設の民間
事業者等有償貸付け時
の「公共施設の転用に
伴う地方債繰上償還免
除」「補助金で整備され
た公立学校の廃校校舎
等の転用の弾力化」の
支援

廃校舎等の有効活用を公共用
に活用することが難しく、地域経
済・地域活力・地域雇用につなが
る民間事業者参入をもって有効
活用するときは、その廃学校施
設が、国庫補助金・地方債等で
整備され、国庫補助金の返納・地
方債の繰上償還・今後の施設維
持管理費が生じる場合について
は、廃校舎等を民間事業者に有
償で貸付ける場合においても「公
共施設の転用に伴う地方債繰上
償還免除」「補助金で整備された
公立学校の廃校校舎等の転用の
弾力化」の支援措置の拡大をお
願いします。

学校統廃合に
伴う廃校舎等
施設の民間事
業者への有償
貸付け
　旅館・レスト
ラン・事務所・
工場等施設

学校統廃合に伴い国庫補助
金を受けて建築した廃校舎
等施設の有効活用

熊本県山都町

統廃合に伴う廃校
舎等施設の民間有
償貸付けによる転
用と民間事業者参
入による地域活性
化計画

0820030

国庫補助を受
けて整備した学
校施設（幼稚
園）を民間保育
園（社会福祉法
人）へ無償譲渡
する場合の財
産処分にかか
る国庫納付金
の免除

補助金等
に係る予
算の執行
の適正化
に関する
法律

（財産の処分
の制限）
第22条　補助
事業者等は、
補助事業等に
より取得し、又
は効用の増加
した政令で定
める財産を、各
省各庁の長の
承認を受けな
いで、補助金
等の交付の目
的に反して使
用し、譲渡し、
交換し、貸し付
け、又は担保
に供してはなら
ない。ただし、
政令で定める
場合は、この限
りでない。

C -

　地方公共団体が補助を受けて
整備した公立学校施設を補助
目的以外に使用する場合、①
公共用又は公用施設として利
用すること、②補助事業完了後
10年経過していること、③無償
（貸与）による処分であることの
要件を全て満たせば国庫納付
金の納付が不要となっていま
す。
　また、地域再生の観点からは
特に、①国庫補助完了後10年
を経過していないもの、②民間
事業者が活用するものであって
も国庫納付金を免除できるよう
に制度を緩和しているところで
す。
　ご提案については、そもそも
地域再生計画が期間を限定す
るものであるため、補助金を受
けて整備した建物を期間を限定
することなく将来にわたって補
助目的以外に使用することとな
る「譲渡」とはなじまないものと
考えます。

右の提案主体
からの意見に
ついて回答され
たい。

　　「地域再生計画が期
間を限定するものである
ため、期間を限定するこ
となく施設を目的外使用
する譲渡はなじまない」
との見解が示されました
が、なぜ「譲渡」がなじま
ないのでしょうか。
　補助金のあり方とし
て、幼稚園施設を公立保
育所に転用する場合に
国庫納付金が不要であ
ることや公立保育所を社
会福祉法人へ無償譲渡
する場合については国
庫納付金が不要である
という厚生労働省の対応
などを考慮していただ
き、「官から民へ」という
構造改革の流れをより
強化するためにも、再度
検討していただきますよ
うお願いします。

別紙 C -

　地方公共団体が補助を受けて整備し
た公立学校施設については、補助金
の経済的価値が残存する限りは、当
該地方公共団体は学校施設として使
用し補助目的を達成することが求めら
れ、他の用途への使用は出来ないこと
となっています（補助金適化法第11
条）。一方、近年、少子化にともない、
やむを得ず廃校とされた校舎や余裕
教室の数が増加する中で、これらの遊
休施設の活用が求められており、既存
施設の有効利用を推進する観点から、
廃校施設等の活用に当たっては、国
庫補助の適正な執行に反しない範囲
内で可能な限り支援しているところで
す。
　このような考え方の下、廃校施設等
の有効活用を支援してきているところ
ですが、「無償譲渡」については、譲渡
先に実質的に国庫補助と同じ効果をも
たらすものであり、相手方は公立学校
施設補助金が交付可能な団体、すな
わち地方公共団体に限定されるものと
考えます。
　したがいまして、公立幼稚園を社会
福祉法人へ無償譲渡することは、公立
保育所を学校法人に譲渡することと同
じく、国庫納付金を不要とすることは困
難であると考えます。

1118 11182010

国庫補助を受けて整備
した学校施設（幼稚園）
を民間保育園（社会福
祉法人）へ無償譲渡す
る場合の財産処分にか
かる国庫納付金の免除

　大阪狭山市においては、少子
化や核家族化等の進展に伴い、
市立幼稚園の就園率が著しく減
少する一方で、保育所の待機児
童が年々増加する傾向にある。
こうしたなか、幼稚園・保育所施
設の再編整備を進めるとともに、
現有施設を活用した民営化につ
いての検討も進めている。
　この事業を円滑かつ有効に進
めるため、国庫補助を受けて整
備した幼稚園を民間保育園（社
会福祉法人）に無償譲渡する場
合でも国庫納付金を不要とするこ
とにより、限られた財源の中で有
効かつ効果的な幼・保の再編整
備を行うことができるよう制度を
見直していただきたい。

国庫補助を
受けて整備し
た幼稚園を民
間保育園（社
会福祉法人）
に転用する場
合、無償譲渡
であっても国
庫納付金を不
要とする。これ
により、現有施
設を最少コスト
で活用するとと
もに、民間のメ
リットをより生
かした保育所
運 営 が 実 現
し、さらに待機
児童の解消を
図ることができ
るものである。

　国庫補助を受けて整備した
幼稚園を公立保育所に転用
する場合や社会福祉法人（民
間保育園）へ無償貸与する場
合は国庫納付金は不要と
なっているが、社会福祉法人
（民間保育園）に無償譲渡す
る場合は国庫納付金が必要
となっている。
　一方、公立保育所を社会福
祉法人（民間保育所）に無償
譲渡する場合は国庫納付金
は不要となっており、所管省
庁により対応が異なり、幼稚
園の転用に限っては民間へ
移行する条件が厳しくなって
いる。
　地域の実情に応じた地域再
生の取り組みを推進するとと
もに、「官から民へ」という構
造改革の流れをより強化し
「持続可能な地域再生」の実
現に資する一環として、補助
金制度の見直しを提案するも
のである。

大阪狭山市
（仮称）総合的な子
育て支援構想
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0820040

補助金対象施
設（学校給食調
理場）の有効活
用

－

学校給食の実
施に支障のな
い範囲におい
て、学校給食
調理場を公共
のために使用
することは、地
方公共団体の
判断により可
能である。

D-1
E

－

　学校給食調理場の余剰能力
の活用について、学校給食調
理場はその設置者である地方
公共団体の所有する財産であ
るので、その財産をどのように
活用するかは、一義的には地
方公共団体において判断される
ことと考えております。
　よって、学校給食の実施に支
障のない範囲において、学校給
食調理場を公共のために使用
することは、地方公共団体の判
断により可能でありますので、
先ずは該当する学校給食調理
場を所管する地方公共団体に
問い合わせていただくことがよ
ろしいかと思います。

1086 10862010

公立保育所における給
食の外部搬入方式の容
認と補助金対象施設の
有効活用

同調理場は、高額の設備投資の
割には１日当たりの低い稼働、ま
た、夏・冬期休暇時の休業により
コスト負担は高水準。保育園への
給食提供により同調理場のコスト
負担を軽減したい。又、保育園で
の給食施設の投資額を軽減した
い。

小、中学校の
給食調理場か
ら公立保育園
に給食を搬入
する。

児童福祉法第４５条（最低基
準）、児童福祉施設最低基
準、第３３条、第３４条により
保育園には調理室の設置義
務があるため学校給食調理
場からの給食提供は認めら
れていない。又、学校給食法
第７条、第９条、第１項、第３
項（施設設備国庫補助金及
び補助金返還）により補助
金、起債等によって建設した
学校給食調理場から目的外
施設への給食提供は認めら
れていない。同調理場は、高
額の設備投資の割には１日
当たりの低い稼働、また、夏・
冬期休暇時の休業によりコス
ト負担は高水準。保育園への
給食提供により同調理場のコ
スト負担を軽減したい。

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ
協議会連合会

公立保育所におけ
る給食の外部搬入
方式の容認と補助
金対象施設の活用

0820040

補助金対象施
設（学校給食調
理場）の有効活
用

－

学校給食の実
施に支障のな
い範囲におい
て、学校給食
調理場を公共
のために使用
することは、地
方公共団体の
判断により可
能である。

D-1
E

－

　学校給食調理場の余剰能力
の活用について、学校給食調
理場はその設置者である地方
公共団体の所有する財産であ
るので、その財産をどのように
活用するかは、一義的には地
方公共団体において判断される
ことと考えております。
　よって、学校給食の実施に支
障のない範囲において、学校給
食調理場を公共のために使用
することは、地方公共団体の判
断により可能でありますので、
先ずは該当する学校給食調理
場を所管する地方公共団体に
問い合わせていただくことがよ
ろしいかと思います。

1087 10872010
老人福祉施設給食への
補助金対象施設の有効
活用

同調理場は、高額の設備投資の
割には１日当たりの低い稼働、ま
た、夏・冬期休暇時の休業により
コスト負担は高水準。老人福祉施
設への給食提供により同調理場
のコスト負担を軽減したい。又、
老人福祉施設での給食施設の投
資額を軽減したい。

小、中学校の
給食調理場か
ら老人福祉施
設に給食を搬
入する。

学校給食法第７条、第９条、
第１項、第３項（施設設備国
庫補助金及び補助金返還）
により補助金、起債等によっ
て建設した学校給食調理場
から目的外施設への給食提
供は認められていない。同調
理場は、高額の設備投資の
割には１日当たりの低い稼
働、また、夏・冬期休暇時の
休業によりコスト負担は高水
準。老人福祉施設への給食
提供により同調理場のコスト
負担を軽減したい。

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ
協議会連合会

老人福祉施設給食
への補助金対象施
設の活用

0820040

補助金対象施
設（学校給食調
理場）の有効活
用

－

学校給食の実
施に支障のな
い範囲におい
て、学校給食
調理場を公共
のために使用
することは、地
方公共団体の
判断により可
能である。

D-1
E

－

　学校給食調理場の余剰能力
の活用について、学校給食調
理場はその設置者である地方
公共団体の所有する財産であ
るので、その財産をどのように
活用するかは、一義的には地
方公共団体において判断される
ことと考えております。
　よって、学校給食の実施に支
障のない範囲において、学校給
食調理場を公共のために使用
することは、地方公共団体の判
断により可能でありますので、
先ずは該当する学校給食調理
場を所管する地方公共団体に
問い合わせていただくことがよ
ろしいかと思います。

1088 10882010
公立高等学校給食への
補助金対象施設の有効
活用

小、中学校給食調理場は、高額
の設備投資の割には１日当たり
の低い稼働、また、夏・冬期休暇
時の休業によりコスト負担は高水
準。公立高等学校への給食提供
により同調理場のコスト負担を軽
減したい。

小、中学校の
給食調理場か
ら公立高等学
校に給食を搬
入する。

学校給食法第７条、第９条、
第１項、第３項（施設設備国
庫補助金及び補助金返還）
により補助金、起債等によっ
て建設した学校給食調理場
から目的外施設への給食提
供は認められていない。同調
理場は、高額の設備投資の
割には１日当たりの低い稼
働、また、夏・冬期休暇時の
休業によりコスト負担は高水
準。公立高等学校への給食
提供により同調理場のコスト
負担を軽減したい。

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ
協議会連合会

公立高等学校の給
食への補助金対象
施設の活用
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08 文科省（地域再生非予算）再検討要請回答

管理コー
ド

支援措置に係
る提案事項

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
補足
資料

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対す
る回答

プロ
ジェクト
管理番
号

支援措置
提案事項
管理番号

支援措置に係る提案事
項（事項名）

支援措置に係る提案事項の内容
具体的事業の
実施内容

提案理由 提案主体名 プロジェクトの名称

0820050

既存補助金利
用施設のそれ
以外の施設へ
の転用使用緩
和措置

補助金等
に係る予
算の執行
の適正化
に関する
法律

（財産の処分
の制限）
第22条　補助
事業者等は、
補助事業等に
より取得し、又
は効用の増加
した政令で定
める財産を、各
省各庁の長の
承認を受けな
いで、補助金
等の交付の目
的に反して使
用し、譲渡し、
交換し、貸し付
け、又は担保
に供してはなら
ない。ただし、
政令で定める
場合は、この限
りでない。

D-3 -

　現行においても、国庫補助を
受けて整備された学校給食施
設及び社会教育施設の設置者
において地域再生計画を定め
た上で、①当該施設を活用して
実施される事業が「地域再生基
本方針」に定める地域再生の意
義・目標に合致し、②地域再生
の観点から実施される事業の
効率的な実施に当たり、当該施
設の活用が必要不可欠である
ことなど一定の要件を満たす場
合には、国庫納付金を不要とす
るなど施設の転用の弾力化を
行っているところです。
　したがって、ご提案について
は、該当する地方公共団体に
問い合わせいただくことがよろし
いかと思います。

1223 12232010
既存補助金利用施設の
それ以外の施設への転
用使用緩和措置

補助事業で整備した施設を、目
的外の施設に転用し利用する際
の「適正化法」の適用除外及び手
続きの簡素化

既存学校給食
施設・集会所・
農家などを利
用した農業直
売所・食品加
工施設への転
用・使用条件・
許可等の緩和

これからの農業は販売方法・
販売先を考慮した販売戦略
を持って営農する事が必要で
す｡生鮮農産物としての直売
所等地元販売、農産物を加
工した食品加工販売、学校給
食・外食産業との契約販売な
ど付加価値(地産智商)を如何
に付けていけるかである。そ
の基本として地域消費者から
支持される・選ばれる農産物
に加え・様々な農業ソフト産
業を付加していかなければな
らない｡

(有)ジェイ・ウィン
グファーム、(有)
フォレストファー
ム、ＮＰＯ法人ＴＩ
ＥＳ２１えひめ

林畜耕連携協働農
業による未活用バ
イオマス資源化と
『東温ブランド』構築
東温農業産業再生
プロジェクト
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